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令和６年中泊町議会決算特別委員会

令和 ６年 ９月１０日（火曜日）

〇議事日程 第１号

１ 臨時委員長の紹介

２ 委員長の選挙

３ 副委員長の選挙

４ 会議録署名委員の指名

５ 会期の決定

６ 監査結果の報告

７ 議案第４３号 令和５年度中泊町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について

８ 議案第４４号 令和５年度中泊町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について

９ 議案第４５号 令和５年度中泊町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について

１０ 議案第４６号 令和５年度中泊町漁業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について

１１ 議案第４７号 令和５年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について

１２ 議案第４８号 令和５年度中泊町水道事業特別会計利益の処分及

び決算の認定について

〇出席委員（１３名）

１番 鈴 木 長一郎 君 ２番 田 中 洋 君

３番 成 田 直 人 君 ４番 秋 元 隆 君

５番 塚 本 悦 子 君 ６番 荒 関 富 雄 君

７番 秋 田 博 君 ８番 長 利 司 君

９番 兵 庫 桂 蔵 君 １０番 青 山 雅 晴 君

１１番 沖 崎 勲 君 １２番 野 上 憲 幸 君

１３番 川 山 光 則 君
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〇欠席委員（なし）

〇出席説明員

町 長 濱 舘 豊 光 君

副 町 長 横 野 彰 吾 君

教 育 長 鈴 木 信 也 君

代 表 監 査 委 員 外 﨑 良 造 君

総 務 課 長 下 山 貴 子 君

財 政 課 長 三 上 晃 瑠 君

総 合 戦 略 課 長 越 野 進 一 君

町 民 課 長 木 元 剛 君

福 祉 課 長 長谷川 朱 子 君

環 境 整 備 課 長 鈴 木 輝 文 君

農 政 課 長 古 川 幹 人 君

水 産 商 工 観 光 山 中 哲 哉 君
課 長

小 泊 支 所 長 阿 部 弘 喜 君

教 育 課 長 田 中 綾 人 君

税 務 会 計 課 長 三 上 康 栄 君

上 下 水 道 課 長 今 芳 文 君

〇職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 長 利 香代子 君

総 務 課 行 政 係 白 川 隼 君

総 務 課 庶 務 係 大 川 朝 央 君

議 会 事 務 局 瓜 田 雅 也 君
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開会 午前１０時００分

◎臨時委員長の紹介

〇議会事務局長（長利香代子君） 決算特別委員会の開会に当たり、事務局か

ら臨時委員長のご紹介をいたします。

今日は、去る９月５日の本会議において決算特別委員会が設置され

てから初めての委員会となります。委員長が互選されるまでの間、委

員会条例第１０条第２項の規定によって、出席委員の中で年長の委員

が臨時に委員長の職務を行うことになっております。

出席委員の中で秋田博委員が年長の委員でありますので、秋田博委

員に臨時委員長をお願いいたします。

秋田委員、委員長席へお願いいたします。

〇秋田臨時委員長 おはようございます。ただいまご紹介いただきました秋田

です。委員会条例第１０条第２項の規定によって、臨時に委員長の職

務を行います。どうかよろしくお願いします。

◎開会の宣告

〇秋田臨時委員長 ただいまの出席委員数は１３名です。定足数に達していま

すので、これから決算特別委員会を開会いたします。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

◎委員長の選挙

〇秋田臨時委員長 日程第２、委員長の選挙を行います。

お諮りします。委員長の選挙は指名推選の方法によって行いたいと

思います。ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇秋田臨時委員長 異議なしと認めます。

よって、委員長の選挙は指名推選の方法によって行うことに決定し

ました。

お諮りします。指名の方法については、私が指名することにしたい

と思います。ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇秋田臨時委員長 異議なしと認めます。
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したがって、私が指名することに決定しました。

決算特別委員会委員長に荒関富雄委員を指名します。

ただいまの指名にご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇秋田臨時委員長 異議なしと認めます。

したがって、荒関富雄委員が決算特別委員会委員長に当選されまし

た。

当選の告知をします。

ただいま委員長に当選されました荒関富雄さんに承諾及び挨拶をお

願いいたします。登壇をお願いします。

（決算特別委員会委員長 荒関富雄君登壇）

〇荒関委員長 ただいま皆様方のご推挙により委員長の重責を仰せつかりまし

た荒関です。限られた日程ではございますが、委員各位の適正かつ慎

重なるご議論をお願い申し上げまして、委員長就任の挨拶とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇秋田臨時委員長 以上で臨時委員長の職務を終わります。ご協力ありがとう

ございました。

それでは、荒関委員長と交代します。よろしくお願いします。

（臨時委員長、委員長と交代）

◎副委員長の選挙

〇荒関委員長 日程第３、副委員長の選挙を行います。

お諮りします。副委員長の選挙は指名推選の方法によって行いたい

と思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇荒関委員長 異議なしと認めます。

よって、副委員長の選挙は指名推選の方法によって行うことに決定

しました。

お諮りします。指名の方法については、私が指名することにしたい

と思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇荒関委員長 異議なしと認めます。

したがって、私が指名することに決定しました。
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決算特別委員会副委員長に田中洋委員を指名します。

ただいまの指名にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇荒関委員長 異議なしと認めます。

したがって、田中洋委員が副委員長に当選されました。

当選の告知をします。

ただいま副委員長に当選されました田中洋委員に承諾及び挨拶をお

願いいたします。登壇をお願いいたします。

（決算特別委員会副委員長 田中 洋君登壇）

〇田中副委員長 ただいま皆様方のご推挙によりまして、副委員長に選ばれま

した田中です。委員各位のご厚意に対し、厚く御礼申し上げます。

令和５年度中泊町の決算審査に当たり、荒関委員長をサポートして、

スムーズな審査に努めたいと思いますので、委員各位のご協力をお願

い申し上げまして、副委員長の就任に当たってのご挨拶とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。

◎会議録署名委員の指名

〇荒関委員長 日程第４、会議録署名委員の指名を行います。

決算特別委員会の会議録署名委員は、野上憲幸委員及び鈴木長一郎

委員を指名します。

◎会期の決定

〇荒関委員長 日程第５、会期の決定の件を議題にします。

お諮りします。決算特別委員会の会期は本日と明日１１日の２日間

にしたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇荒関委員長 異議なしと認めます。

したがって、決算特別委員会の会期は本日と明日１１日の２日間に

決定しました。

◎監査結果の報告

〇荒関委員長 議案の審査に入る前に、代表監査委員に監査結果の報告を求め

ます。
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外﨑代表監査委員。

〇代表監査委員（外﨑良造君） おはようございます。町長より審査に付され

ました令和５年度中泊町一般会計及び各特別会計並びに公営企業会計

（水道事業）の決算について、その審査結果の概要をご報告いたしま

す。

各会計の決算等は、関係法令等に準拠して作成され、その計数は関

係する諸帳簿及びその他諸書類と符合しており、予算の執行について

も議決予算に従って実行されており、適正であると認められました。

なお、詳細につきましては各会計ごとの意見書のとおりでございま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

〇荒関委員長 監査結果の報告が終わりました。

ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑なしと認め、監査報告に対する質疑を終わります。

◎議案第４３号の上程、説明、質疑

〇荒関委員長 これより議事に入ります。

本日は、決算特別委員会に付託されました議案第４３号から議案第

４８号までの令和５年度中泊町各特別会計歳入歳出決算及び利益の処

分及び決算の審査を行います。

お諮りします。各議案の審査は歳入と歳出を一括して行いたいと思

います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇荒関委員長 異議なしと認めます。

したがって、各議案の審査は歳入と歳出を一括して行うことに決定

しました。

なお、ご質問の際は決算書のページを示してお願いいたします。

日程第７、議案第４３号 令和５年度中泊町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

木元町民課長。

〇町民課長（木元 剛君） 議案第４３号 令和５年度中泊町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。
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最初に事業勘定から説明いたします。歳入歳出決算書の１６３ペー

ジを御覧願います。歳入決算額では、調定額１４億７，７４９万５，

６６５円、収入済額１４億１，７１０万６，７４８円、不納欠損額１，

０９３万３，５３３円、収入未済額４，９４５万５，３８４円、予算

現額と収入済額との比較は、マイナス１億８，３１６万５，２５２円

となりました。

１６５ページを御覧願います。歳出決算額では、支出済額１３億９，

０２１万３，１６１円、不用額及び予算現額と支出済額との比較は同

額の２億１，００５万８，８３９円となりました。歳入歳出差引残額

は、２，６８９万３，５８７円となり、その全額を令和６年度へ繰り

越すものでございます。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より、歳出からご説明いたします。

１７３ページを御覧ください。第１款総務費では、支出済額が２，

９３２万１，１１３円、第１項総務管理費の支出済額は２，７５６万

１，９７１円、次のページを御覧ください。第２項徴税費の支出済額

は１６５万６，６４２円、第３項運営協議会費の支出済額は１０万２，

５００円となっております。

第２款保険給付費では、支出済額が９億４，８６４万７，２２４円、

第１項療養諸費の支出済額は８億１，６８４万７，０３７円、次のペ

ージを御覧願います。第２項高額療養費の支出済額は１億２，８５８

万１８７円、第３項移送費では、支出がありませんでした。第４項出

産育児諸費の支出済額は１９２万円、第５項葬祭費の支出済額は１３

０万円となっております。

次のページを御覧ください。第３款国民健康保険事業費納付金では、

支出済額が３億４，８０８万４，６７１円、第１項医療給付費分の支

出済額は２億２，５８１万８，９１１円、第２項後期高齢者支援金等

分の支出済額は８，８０７万５，０３５円、第３項介護納付金分の支

出済額は３，４１９万７２５円となっております。

第４款共同事業拠出金では、支出済額が３９円となり、第５款財政

安定化基金拠出金では、支出がありませんでした。

第６款保健事業費では、支出済額が１，８１６万４，０２７円、第

１項保健事業費の支出済額が７９４万１，８２３円、次のページを御
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覧ください。第２項特定健康診査等事業費の支出済額は、１，０２２

万２，２０４円となっております。

次のページを御覧ください。第７款基金積立金では、支出済額が２，

２８３万２，２５２円となっております。

第８款公債費では、支出がありませんでした。

第９款諸支出金では、支出済額が２，３１６万３，８３５円、第１

項償還金及び還付加算金の支出済額は７９６万８，８３５円、次のペ

ージを御覧ください。第２項繰出金の支出済額は、１，５１９万５，

０００円となっております。

第１０款予備費では、支出がありませんでした。

以上で歳出の説明を終わります。

次に、歳入についてご説明いたします。１６９ページを御覧くださ

い。第１款国民健康保険税では、調定額３億１８５万３，９９２円に

対し収入済額は２億４，１４６万５，０７５円、不納欠損額は１，０

９３万３，５３３円、収入未済額は４，９４５万５，３８４円、収納

率は前年度比０．６６％増の７９．９９％となりました。

次のページを御覧願います。第２款使用料及び手数料の調定額及び

収入済額が同額の１１万８，０００円となっております。

第３款国庫支出金の調定額、収入済額が同額の６万１，０００円と

なっております。

第４款県支出金の調定額、収入済額が同額の１０億２，１１３万５，

１１８円となっております。

次のページを御覧ください。第５款財産収入の調定額、収入済額が

同額の６，２５２円となっております。

第６款繰入金の調定額、収入済額が同額の１億２，１３２万３，３

９２円となっております。

次のページを御覧ください。第７款繰越金の調定額、収入済額が同

額の２，８２８万２，３０２円となっております。

第８款諸収入の調定額、収入済額が同額の４７１万５，６０９円と

なっております。第１項延滞金加算金及び過料の調定額、収入済額が

同額の２８７万６，４６６円、第２項受託事業収入では収入がなく、

第３項雑入の調定額、収入済額が同額の１８３万９，１４３円となっ

ております。
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以上で事業勘定の歳入歳出決算の説明を終わります。

引き続き、診療施設勘定についてご説明いたします。１６６ページ

を御覧ください。歳入決算額では、調定額、収入済額が同額の１億４，

３３３万６，５０７円、予算現額と収入済額との比較は、マイナス４

３４万４９３円となりました。

次のページを御覧願います。歳出決算額では、支出済額が１億４，

３３３万６，２３４円、不用額及び予算現額と支出済額との比較は同

額の４３４万７６６円となりました。歳入歳出差引残額は２７３円と

なり、その全額を令和６年度に繰り越すものであります。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より、歳出からご説明いたします。１８７ページを御覧願います。第

１款総務費では、支出済額が１億２８９万９４９円、第１項医療施設

管理費の支出済額は８，３９５万２，７４２円、１８９ページを御覧

願います。第２項歯科施設管理費の支出済額は１，８９３万８，２０

７円となっております。

第２款医業費では、支出済額が１，６８９万７，６０８円、第１項

医科用医業費の支出済額は１，４６２万４，３１８円、次のページを

御覧ください。第２項歯科用医業費の支出済額は、２２７万３，２９

０円となっております。

第３款公債費では、支出済額が２，３５４万７，６７７円となって

おります。

第４款予備費では、支出がありませんでした。

以上で歳出の説明を終わります。

次に、歳入についてご説明いたします。１８４ページを御覧くださ

い。第１款診療収入では、調定額、収入済額が同額の６，７９０万３，

８３７円、第１項医科外来収入の調定額、収入済額が同額の５，７４

７万６，６８７円、第２項歯科外来収入の調定額、収入済額が同額の

９２６万７，７８６円、第３項その他診療収入の調定額、収入済額が

同額の１１５万９，３６４円となっております。

次のページを御覧ください。第２款使用料及び手数料では、調定額、

収入済額が同額の１５万１，１４０円、第１項手数料の調定額、収入

済額が同額の１５万１，１４０円となり、第２項手数料では、収入が

ありませんでした。
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第３款繰入金では、調定額、収入済額が同額の６，１４９万９，０

００円となっております。

第４款繰越金では、調定額、収入済額が同額の６０５円となってお

ります。

第５款諸収入では、調定額、収入済額が同額の１，３３５万２，９

２５円、第１項雑入の調定額、収入済額が同額の２４３万７３５円、

第２項受託事業収入の調定額、収入済額が同額の１，０９２万２，１

９０円となっております

次のページを御覧ください。第６款国庫支出金では、調定額、収入

済額が同額の４２万９，０００円となっております。

以上で議案第４３号 令和５年度中泊町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算についてご説明申し上げました。

〇荒関委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第４３号 令

和５年度中泊町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての

質疑を終わります。

◎議案第４４号の上程、説明、質疑

〇荒関委員長 日程第８、議案第４４号 令和５年度中泊町介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

長谷川福祉課長。

〇福祉課長（長谷川朱子君） 議案第４４号 令和５年度中泊町介護保険事業

特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。

歳入歳出決算書の２０２ページを御覧願います。歳入決算額では、

調定額１９億１，１０１万６，５４９円、収入済額１９億１，０１３

万１，５９９円、不納欠損額１６万１，４６９円、収入未済額７２万

３，４８１円、予算現額と収入済額との比較は、１，８２２万３，５

９９円となりました。

２０４ページを御覧願います。歳出決算額では、支出済額１８億４，

３２９万６７９円、不用額及び予算現額と支出済額との比較は、同額
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の４，８６１万７，３２１円となりました。歳入歳出差引残額は６，

６８４万９２０円となり、その全額を令和６年度へ繰り越すものであ

ります。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

よりご説明申し上げます。最初に、歳出についてご説明いたします。

２１０ページを御覧願います。第１款総務費では、支出済額が５，

１２５万５５２円、第１項総務管理費では、支出済額が３，８６５万

９，１１２円、次のページ、２１１ページを御覧願います。第２項徴

収費では、支出済額が５４万７，８００円、第３項介護認定審査会費

では、支出済額が１，２０４万３，６４０円となっております。

第２款保険給付費では、支出済額が１６億７，３０６万８，９２７

円、第１項介護サービス等諸費では、支出済額が１５億２７２万２，

７７９円、次のページ、２１２ページを御覧願います。第２項介護予

防サービス等諸費では、支出済額が１，７１９万４，４２６円、第３

項高額介護サービス等費では、支出済額が５，９８３万２，２０８円、

第４項その他諸費では、支出済額が１１５万４，１７６円、第５項特

定入所者介護サービス等費では、支出済額が９，２１６万５，３３８

円となっております。

次のページ、２１３ページを御覧願います。第３款地域支援事業費

の支出済額は、８，７８５万８，９５１円、第１項介護予防・生活支

援サービス事業費では、支出済額が３，９１５万５，６３７円、第２

項一般介護予防事業費では、支出済額が８９万９，０８２円、次のペ

ージ、２１４ページを御覧願います。第３項包括的支援事業・任意事

業費では、支出済額が４，７６１万１，８９３円、次のページ、２１

５ページを御覧願います。第４項その他諸費では、支出済額が１９万

２，３３９円となっております。

第４款基金積立金では、支出済額が２，１４６万５７７円となって

おります。

次のページ、２１６ページを御覧願います。第５款公債費は、支出

がありませんでした。

第６款諸支出金では、支出済額が９６５万１，６７２円となってお

ります。

第７款予備費は、支出がありませんでした。
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次に、歳入についてご説明いたします。お戻りいただいて、２０６

ページを御覧願います。第１款保険料では、調定額２億９，７１２万

７，８９５円に対し、収入済額が２億９，６２４万２，９４５円、不

納欠損額が１６万１，４６９円、収入未済額は７２万３，４８１円、

収納率は９９．７％となっております。

なお、第１項介護保険料、第１目第１号被保険者保険料、第１節現

年度分特別徴収保険料で、収納率が１００％を超えておりますが、保

険料収納後に死亡した７名の過誤納金について、相続人が確定してい

ないことから、出納整理期間５月３１日までに還付未払いとなったこ

とによるものです。今後、相続人が確定し次第、過年度分として還付

いたします。

第２款使用料及び手数料では、調定額、収入済額は同額の２万４，

９００円となっております。

第３款国庫支出金では、調定額、収入済額は同額の５億３，５４０

万１，２７２円、第１項国庫負担金では、調定額、収入済額は同額の

３億２，８４２万５１７円、第２項国庫補助金では、調定額、収入済

額は同額の２億６９８万７５５円となっております。

次のページ、２０７ページを御覧願います。第４款支払基金交付金

では、調定額、収入済額は同額の４億６，９８０万８，５７５円とな

っております。

第５款県支出金では、調定額、収入済額は同額の２億６，７１７万

９，２５９円、第１項県負担金では、調定額、収入済額は同額の２億

５，２８８万１，８５７円、第２項県補助金では、調定額、収入済額

は同額の１，４２９万７，４０２円となっております。

次のページ、２０８ページを御覧願います。第６款財産収入では、

調定額、収入済額は同額の１，５７７円となっております。

第７款繰入金では、調定額、収入済額は同額の３億１，３１４万３，

１２１円、第１項一般会計繰入金では、調定額、収入済額は同額の３

億１，３１４万３，１２１円となっております。次のページ、２０９

ページを御覧願います。第２項基金繰入金では、収入はありませんで

した。

第８款繰越金では、調定額、収入済額は同額の２，７９８万９，４

８１円となっております。
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第９款諸収入では、調定額、収入済額は同額の３４万４６９円、第

１項延滞金、加算金及び過料では、調定額、収入済額は同額の１万１，

５００円、第２項雑入では、調定額、収入済額は同額の３２万８，９

６９円となっております。

以上、議案第４４号 令和５年度中泊町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算についてご説明申し上げました。

〇荒関委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第４４号 令

和５年度中泊町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についての

質疑を終わります。

◎議案第４５号の上程、説明、質疑

〇荒関委員長 日程第９、議案第４５号 令和５年度中泊町農業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。

本案について担当課長に説明を求めます。

今上下水道課長。

〇上下水道課長（今 芳文君） 議案第４５号 令和５年度中泊町農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。

歳入歳出決算書の２２５ページを御覧願います。歳入決算額では、

調定額４，３８６万６，２１０円、収入済額４，３８４万８２９円、

収入未済額２万５，３８１円、予算現額と収入済額との比較はマイナ

ス９３万３，１７１円となりました。

次のページ、２２６ページを御覧願います。歳出決算額では、支出

済額４，３８４万８２９円、不用額及び予算現額と支出済額との比較

は同額の９３万３，１７１円、歳入歳出差引残額では０円となりまし

た。

次に、歳入歳出決算の概要について歳入歳出決算事項別明細書によ

りご説明いたします。

最初に、歳出からご説明いたします。２２９ページを御覧願います。

第１款事業費、支出済額は１，９２７万２，５６８円となっておりま

す。これらの主な支出は、第１目一般管理費、１２節委託料の公営企
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業法適用支援２９７万円、会計システム導入３３９万３，５００円、

第２目施設管理費、１０節需用費の電気料２７７万１，１４５円、次

のページ、２３０ページを御覧願います。１２節委託料の処理施設管

理業務委託料３１３万５，０００円、余剰汚泥排出業務４９５万円な

どであります。

第２款公債費、支出済額は２，４５６万８，２６１円、第１目元金

で支出済額が２，２７５万２，２４９円、第２目利子で支出済額が１

８１万６，０１２円となっております。

次に、歳入であります。２２８ページにお戻り願います。第１款使

用料及び手数料では、調定額５４２万７，８２８円に対し、収入済額

は５４０万２，４４７円、収入未済額２万５，３８１円となっており、

収納率は９９．５３％であります。

第２款繰入金では、調定額、収入済額が同額の３,０８６万９，９

６０円、第３款繰越金では、調定額、収入済額が同額の１２６万８，

４２２円となっております。

第５款町債では、調定額、収入済額が同額の６３０万円となってお

ります。

以上、議案第４５号 令和５年度中泊町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算についてご説明申し上げました。

〇荒関委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第４５号 令

和５年度中泊町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

ての質疑を終わります。

◎議案第４６号の上程、説明、質疑

〇荒関委員長 日程第１０、議案第４６号 令和５年度中泊町漁業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

今上下水道課長。

〇上下水道課長（今 芳文君） 議案第４６号 令和５年度中泊町漁業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。
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歳入歳出決算書の２３９ページを御覧願います。歳入決算額では、

調定額、収入済額が同額の２，７５３万４，８６８円、予算現額と収

入済額との比較は、マイナス６６万３，１３２円となりました。

次のページ、２４０ページを御覧願います。歳出決算額では、支出

済額２，７５３万４，８６８円、不用額及び予算現額と支出済額との

比較は同額の６６万３，１３２円、歳入歳出差引残額では０円となり

ました。

次に、歳入歳出決算の概要について歳入歳出決算事項別明細書によ

りご説明いたします。

最初に、歳出からご説明いたします。２４３ページを御覧願います。

第１款事業費、支出済額は１，１８１万７，８６９円となっておりま

す。これらの主な支出は、第１目一般管理費、１２節委託料の公営企

業法適用支援２９７万円、会計システム導入３３９万３，５００円、

第２目施設管理費、１０節需用費の電気料１９２万６，６６６円、１

２節委託料の処理施設管理業務１８１万５，０００円などであります。

次のページ、２４４ページを御覧願います。第２款公債費、支出済

額は１，５７１万６，９９９円、第１目元金で、支出済額が１，４５

２万４０２円、第２目利子で、支出済額が１１９万６，５９７円とな

っております。

次に、歳入であります。２４２ページにお戻り願います。第１款使

用料及び手数料では、調定額、収入済額が同額の２５９万４，５３８

円、収納率は１００％であります。

第２款繰入金では、調定額、収入済額が同額の１，７８２万１，４

６３円、第３款繰越金では、調定額、収入済額が同額の８１万８，８

６７円となっております。

第５款町債では、調定額、収入済額が同額の６３０万円となってお

ります。

以上、議案第４６号 令和５年度中泊町漁業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算についてご説明申し上げました。

〇荒関委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第４６号 令
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和５年度中泊町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

ての質疑を終わります。

◎議案第４７号の上程、説明、質疑

〇荒関委員長 日程第１１、議案第４７号 令和５年度中泊町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

木元町民課長。

〇町民課長（木元 剛君） 議案第４７号 令和５年度中泊町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。

２５３ページを御覧願います。歳入決算額では、調定額２億９，７

６５万６，７７５円、収入済額２億９，７７３万８，０７５円、不納

欠損額０円、収入未済額マイナス８万１，３００円、予算現額と収入

済額との比較は、６３万９，０７５円となりました。

次のページを御覧願います。歳出決算額では、支出済額２億９，５

７３万３，１０５円、不用額及び予算現額と支出済額との比較は同額

の１３６万５，８９５円となりました。歳入歳出差引残額は２００万

４，９７０円となり、その全額を令和６年度へ繰り越すものでありま

す。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より、歳出からご説明いたします。

２５８ページを御覧ください。第１款総務費では、支出済額１，１

８６万８，５１３円、第１項総務管理費の支出済額は１，１６４万１，

９１３円、第２項徴収費の支出済額は２２万６，６００円となってお

ります。

第２款後期高齢者医療連合納付金では、支出済額が２億８，３８６

万２，２９２円となっております。

次のページを御覧ください。第３款諸支出金では、支出済額が２，

３００円となっております。

以上で歳出の説明を終わります。

次に、歳入についてご説明いたします。２５６ページを御覧くださ

い。第１款後期高齢者医療保険料では、調定額が８，４５０万６００

円、収入済額が８，４５８万１，９００円、不納欠損額が０円、収入
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未済額がマイナス８万１，３００円、収納率は前年度比０．１５％増

の１００．１％となりました。

第２款使用料及び手数料では、調定額、収入済額が同額の１万７，

９００円となっております。

第３款繰入金では、調定額、収入済額が同額の２億１０１万７，２

７０円となっております。

第４款繰越金では、調定額、収入済額が同額の３７５万８，３５５

円となっております。

次のページを御覧願います。第５款諸収入では、調定額、収入済額

が同額の８３６万２，６５０円、第１項延滞金加算金及び過料では、

収入がなく、第２項雑入の調定額、収入済額は同額の８３６万２，６

５０円となりました。

以上で議案第４７号 令和５年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算についてご説明申し上げました。

〇荒関委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第４７号 令

和５年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

の質疑を終わります。

◎議案第４８号の上程、説明、質疑

〇荒関委員長 日程第１２、議案第４８号 令和５年度中泊町水道事業特別会

計利益の処分及び決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

今上下水道課長。

〇上下水道課長（今 芳文君） 議案第４８号 令和５年度中泊町水道事業特

別会計利益の処分及び決算についてご説明申し上げます。

損益計算書をもって決算報告いたしますので、中泊町水道事業特別

会計決算書の８ページを御覧願います。１、営業収益では、（１）の

水道事業給水収益として２億２，６０２万２，７１０円となっており

ます。そして、（３）、水道事業その他営業収益が１７万６，０００円、

合計で２億２，６１９万８，７１０円となりました。
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２、営業費用では、（１）の水道事業原水及び浄水費から（７）、水

道事業その他営業費用までの合計額は２億４，８９１万５，６６７円

となりました。営業収益から営業費用を差し引いた営業利益は、マイ

ナス２，２７１万６，９５７円となりました。

３、営業外収益では、（１）、水道事業受取利息から（４）、水道事

業雑収益までの合計額は８，４１８万３４７円となりました。

失礼しました。少々お待ちください。

〇荒関委員長 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時０１分

再開 午前１１時０２分

〇荒関委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

担当課長、説明お願いします。

〇上下水道課長（今 芳文君） 失礼しました。先ほどご説明申し上げました

８ページの営業外収益、（４）の水道事業雑収益までの合計額は８，

４１８万３４７円と読み上げましたが、正しくは８，４１８万３７４

円の誤りでした。訂正して、おわび申し上げます。

続きまして、４、営業外費用では、（１）、水道事業支払利息が１，

７３４万５，５４０円となり、営業外収益から営業外費用を差し引き

ますと、営業外利益が６，６８３万４，８３４円となりました。この

ことから、営業利益のマイナス２，２７１万６，９５７円と営業外利

益の６，６８３万４，８３４円を加算した経常利益は４，４１１万７，

８７７円となりました。

次のページ、９ページを御覧願います。過年度損益修正損１２万４，

８２８円を差し引いた当年度純利益が４，３９９万３，０４９円とな

り、前年度繰越利益剰余金４億３，１１１万９，０９８円を加算する

と、４億７，５１１万２，１４７円の利益剰余金になりました。

１８ページを御覧願います。利益剰余金が計上されてはいますが、

ここの事業報告、１、概況、（１）、総括事項にも述べてあるとおり、

全国的に社会問題となっている少子高齢化、そして若年層の町外への

流出等で、給水収益の減収が大きな課題となっております。

今後も今まで以上に不要不急等の経費を抑制し、健全経営に努めな
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がら、安心、安定した水道水の供給を図ってまいりたいと思っており

ます。

なお、収入、支出の詳細につきましては、２４ページからの費用明

細書に記載しておりますので、後ほど御覧願います。

以上、議案第４８号 令和５年度中泊町水道事業特別会計利益の処

分及び決算についてご説明申し上げました。

〇荒関委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

川山委員。

〇川山委員 今るる説明もらって、これから少子高齢化でますますつまり収入

が減っていくと、そういう意味で今お金あるけれども、これはあまり

取り崩したくないというような話でしたけれども、中里、中泊の水道

料は全国でもかなり高いほうに入っていますよね。現状で把握してい

るかどうだか分からないけれども、青森県では何番目ぐらいに入って

いると、私前にも聞いて、今現状どうなっているか分からないのです

けれども、そこら辺分かりますか。水道料金の県内の番付ですよ、番

付。分かりますか。

〇荒関委員長 今上下水道課長。

〇上下水道課長（今 芳文君） 公表はされていないのですけれども、過去二、

三年前には全国ではワースト３に入っておりましたけれども、現在青

森県内で何番目に入っているかというのは、ちょっと手持ちの資料に

はございません。

〇荒関委員長 川山委員。

〇川山委員 蓄えたお金で、たしか国保でも税金安くしてもらったり、いろい

ろやってもらっているわけですよね。今後のことを考えることもある

かとは思いますけれども、今この現状で皆さん物価高でかなり苦しん

でいるところですから、ちょっとでも下げるにいいものであれば、蓄

えを利用して来年あたりでも下げる方向で考えてみてはいかがでしょ

うかと思います。よろしくお願いします。

〇荒関委員長 答弁よろしいですか。

（「はい、終わります」の声あり）

〇荒関委員長 あと、ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）
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〇荒関委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第４８号 令

和５年度中泊町水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定について

の質疑を終わります。

◎散会の宣告

〇荒関委員長 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

散会 午前１１時１０分
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令和６年中泊町議会決算特別委員会

令和 ６年 ９月１１日（水曜日）

〇議事日程 第２号

１ 議案第４２号 令和５年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて

〇出席委員（１３名）

１番 鈴 木 長一郎 君 ２番 田 中 洋 君

３番 成 田 直 人 君 ４番 秋 元 隆 君

５番 塚 本 悦 子 君 ６番 荒 関 富 雄 君

７番 秋 田 博 君 ８番 長 利 司 君

９番 兵 庫 桂 蔵 君 １０番 青 山 雅 晴 君

１１番 沖 崎 勲 君 １２番 野 上 憲 幸 君

１３番 川 山 光 則 君

〇欠席委員（なし）

〇出席説明員

町 長 濱 舘 豊 光 君

副 町 長 横 野 彰 吾 君

教 育 長 鈴 木 信 也 君

代 表 監 査 委 員 外 﨑 良 造 君

総 務 課 長 下 山 貴 子 君

財 政 課 長 三 上 晃 瑠 君

総 合 戦 略 課 長 越 野 進 一 君

町 民 課 長 木 元 剛 君

福 祉 課 長 長谷川 朱 子 君

環 境 整 備 課 長 鈴 木 輝 文 君

農 政 課 長 古 川 幹 人 君

水 産 商 工 観 光
山 中 哲 哉 君課 長
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小 泊 支 所 長 阿 部 弘 喜 君

教 育 課 長 田 中 綾 人 君

税 務 会 計 課 長 三 上 康 栄 君

上 下 水 道 課 長 今 芳 文 君

〇職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 長 利 香代子 君

総 務 課 行 政 係 白 川 隼 君

総 務 課 庶 務 係 大 川 朝 央 君

議 会 事 務 局 瓜 田 雅 也 君
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開議 午前１０時００分

◎開議の宣告

〇荒関委員長 ただいまの出席委員数は１３人です。定足数に達していますの

で、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。本日は、決算特別委

員会に付託されました令和５年度中泊町一般会計歳入歳出決算の審査

を行います。

◎発言の訂正

〇荒関委員長 議案の審査に先立ち、昨日の決算特別委員会の議案第４８号

令和５年度中泊町水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定につい

ての説明の中で、発言の訂正の申出がありましたので、これを許可し

ます。

今上下水道課長。

〇上下水道課長（今 芳文君） 昨日の決算特別委員会において、議案第４８

号 令和５年度中泊町水道事業特別会計利益の処分及び決算の認定に

ついて、川山委員から中泊町の水道料金は全国で高いと認識していま

すが、どのくらいの位置にあるのか、また県内で何番の位置にあるの

かとのご質問があり、昨日の私の回答で「公表されていませんが、二、

三年前に全国でワースト３位であった」と回答いたしましたが、正し

くは、「令和３年の民間企業の調査によると、１，３４５市町村中、

水道料金高いランキングで７位でありました」の誤りでした。訂正し

て、おわび申し上げます。

◎議案第４２号の上程、説明、質疑

〇荒関委員長 日程第１、議案第４２号 令和５年度中泊町一般会計歳入歳出

決算の認定についてを議題にします。

本案については、担当課長に説明を求めます。

三上税務会計課長。

〇税務会計課長（三上康栄君） 議案第４２号 令和５年度中泊町一般会計歳

入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。

歳入歳出決算書の１０ページを御覧願います。まず、歳入決算額で
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は、予算現額１０１億９，２６２万２，０００円、調定額１００億９，

７３５万６，４６２円、収入済額１００億６，３３０万８，０３８円、

不納欠損額６５８万６，９７０円、収入未済額２，７４６万１，４５

４円、予算現額と収入済額との比較ではマイナス１億２，９３１万３，

９６２円となりました。

１３ページを御覧願います。歳出決算額では、予算現額１０１億９，

２６２万２，０００円、支出済額９８億１，９６８万７，８８６円、

翌年度繰越額１，１１３万２，０００円、不用額３億６，１８０万２，

１１４円、予算現額と支出済額との比較では３億７，２９３万４，１

１４円となりました。

この結果、歳入歳出差引残額は２億４，３６２万１５２円となり、

繰越明許費繰越額１１６万６，０００円を除く実質収支額は２億４，

２４５万４，１５２円となりました。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より、款項を追って、歳出からご説明申し上げますが、説明は支出済

額とさせていただきます。

３８ページを御覧願います。第１款議会費は、支出済額７，６７８

万１０円となっております。

次のページ、３９ページを御覧願います。第２款総務費では、支出

済額２９億２，０１６万４，５４２円。第１項総務管理費、支出済額

２７億３，３７２万３，０９１円。５７ページを御覧願います。第２

項徴税費、支出済額１億１，８３４万６，５５３円。次のページ、５

８ページを御覧願います。第３項戸籍住民基本台帳費、支出済額５，

８２３万２，８３２円。６０ページを御覧願います。第４項選挙費、

支出済額７７４万６，７１５円。６２ページを御覧願います。第５項

統計調査費、支出済額１６４万１，７２２円。６４ページを御覧願い

ます。第６項監査委員費、支出済額４７万３，６２９円でございます。

ページはそのままで、第３款民生費、支出済額１６億６，７１０万

７，０９１円となっております。第１項社会福祉費、支出済額１１億

４，３４１万９，０２７円。７０ページを御覧願います。第２項児童

福祉費、支出済額５億２，３６３万８，０６４円。７３ページを御覧

願います。第３項災害救助費、支出済額５万円でございます。

ページはそのままで、第４款衛生費、支出済額１０億５，３１５万
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４，４４２円となっております。第１項保健衛生費、支出済額５億８，

０５７万７，９１２円。７９ページを御覧願います。第２項清掃費、

支出済額２億２，８９５万４，７３４円。８１ページを御覧願います。

第３項母子保健費、支出済額１，２２５万２，３６５円。８３ページ

を御覧願います。第４項病院費、支出済額１億８，１２１万７，８１

９円。第５項上水道整備費、支出済額５，０１５万１，６１２円でご

ざいます。

ページはそのままで、第５款労働費、支出済額１５万３，３５０円

となっております。

ページはそのままで、第６款農林水産業費、支出済額７億９，５１

４万６７１円となっております。第１項農業委員会費、支出済額２，

７２０万９，３７５円。８５ページを御覧願います。第２項農業費、

支出済額１億２，９６４万４，０６２円。８８ページを御覧願います。

第３項畜産業費、支出済額５９６万３，８２４円。次のページ、８９

ページを御覧願います。第４項農地費、支出済額５億２，０７６万３，

５１２円。９２ページを御覧願います。第５項林業費、支出済額３，

１２０万２，３０７円。９４ページを御覧願います。第６項水産業費、

支出済額８，０３５万７，５９１円でございます。

９６ページを御覧願います。第７款商工費、支出済額１億１，３１

９万４，００６円となっております。

１００ページを御覧願います。第８款土木費、支出済額３億５，６

２８万１，９１５円となっております。第１項土木管理費、支出済額

４，０７４万８，０５５円。１０２ページを御覧願います。第２項道

路橋梁費、支出済額２億３，７７５万６，２２１円。１０４ページを

御覧願います。第３項河川費、支出済額２，１１５万４，４９７円。

次のページ、１０５ページを御覧願います。第４項都市計画費、支出

済額１，４８８万８，６８３円。第５項住宅費、支出済額４，１７３

万４，３６１円。１０７ページを御覧願います。第６項土地開発基金

費、支出済額９８円でございます。

ページはそのままで、第９款消防費、支出済額５億５，０９４万７，

９４６円となっております。

１１１ページを御覧願います。第１０款教育費、支出済額６億４，

９０４万１，０１８円となっております。第１項教育総務費、支出済
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額２億３，６３７万７，８０３円。１１５ページを御覧願います。第

２項小学校費、支出済額７，２３９万３，９９９円。１２０ページを

御覧願います。第３項中学校費、支出済額４，８８７万７４８円。１

２３ページを御覧願います。第４項小中一貫校費、支出済額１，８５

５万７，３５１円。次のページ、１２４ページを御覧願います。第５

項社会教育費、支出済額１億３，７１８万５，１５９円。１３３ペー

ジを御覧願います。第６項保健体育費、支出済額１億３，５６５万５，

９５８円でございます。

１３８ページを御覧願います。第１１款災害復旧費、支出済額４億

２，１５９万７，１５０円となっております。第１項農林水産業施設

災害復旧費、支出済額１億２，０８８万１００円。次のページ、１３

９ページを御覧願います。第２項公共土木施設災害復旧費、支出済額

２億１，７９９万４，８５０円。１４１ページを御覧願います。第３

項厚生労働施設災害復旧費、支出済額８，２７２万２，２００円でご

ざいます。

ページはそのままで、第１２款公債費、支出済額１２億１，６１２

万５，７４５円となっております。

以上が歳出決算の概要であります。

次に、歳入決算について、款項を追ってご説明申し上げます。お戻

りいただいて１５ページを御覧願います。第１款町税では、調定額１

０億８，８１６万８，７１１円に対し、収入済額は１０億６，１０３

万７，０１９円、不納欠損額は６３４万７，４１８円、収入未済額は

２，０７８万４，２７４円、収納率は９７．５１％となりました。収

入済額の歳入総額に占める割合は１０．５４％となっております。

項別では、第１項町民税で調定額３億３，９０５万７，３１６円に

対し、収入済額３億３，０９１万８０５円、不納欠損額１５９万２，

６８５円、収入未済額６５５万３，８２６円、収納率９７．６０％と

なっております。

第２項固定資産税では、調定額６億１，３４２万４，９６５円に対

し、収入済額５億９，５９４万８，２３８円、不納欠損額４４９万９，

９３３円、収入未済額１，２９７万６，７９４円、収納率は９７．１

５％となっております。

第３項軽自動車税では、調定額４，５３１万５，８５４円に対し、
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収入済額４，３８０万７，４００円、不納欠損額２５万４，８００円、

収入未済額１２５万３，６５４円、収納率９６．６７％となっており

ます。

次のページ、１６ページを御覧願います。第４項たばこ税では、調

定額、収入済額は同額の９，０３７万５７６円となっております。

ページはそのままで、第２款地方譲与税では、調定額、収入済額は

同額の７，３３７万円となっております。第１項地方揮発油譲与税で

は、調定額、収入済額は同額の１，５６７万３，０００円。第２項自

動車重量譲与税では、調定額、収入済額は同額の４，７２５万３，０

００円。第３項森林環境譲与税では、調定額、収入済額は同額の１，

０４４万４，０００円となっております。

ページはそのままで、第３款利子割交付金では、調定額、収入済額

は同額の２９万３，０００円となっております。

次のページ、１７ページを御覧願います。第４款配当割交付金では、

調定額、収入済額は同額の２１６万２，０００円となっております。

第５款株式等譲渡所得割交付金では、調定額、収入済額は同額の２

３０万４，０００円となっております。

第６款法人事業税交付金では、調定額、収入済額は同額の１，２４

０万３，０００円となっております。

第７款地方消費税交付金では、調定額、収入済額は同額の２億３，

０４８万８，０００円となっております。

第８款環境性能割交付金では、調定額、収入済額は同額の６３３万

６，０００円となっております。

第９款地方特例交付金では、調定額、収入済額は同額の２５０万４，

０００円となっております。

次のページ、１８ページを御覧願います。第１０款地方交付税では、

調定額、収入済額は同額の３９億３，２３０万４，０００円となって

おり、収入済額の歳入総額に占める割合は３９．０８％となっており

ます。

第１１款交通安全対策特別交付金では、収入がありませんでした。

第１２款分担金及び負担金では、調定額、収入済額は同額の２１９

万１，０７６円となっております。

第１３款使用料及び手数料では、調定額１億９９８万５，８４３円
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に対し、収入済額１億３３２万４，２４３円、収入未済額６６６万１，

６００円となっております。第１項使用料では、調定額１億３８９万

２，５１１円、収入済額９，７２３万９１１円、収入未済額６６６万

１，６００円となっております。２０ページを御覧願います。第２項

手数料では、調定額、収入済額は同額の６０９万３，３３２円となっ

ております。

次のページ、２１ページを御覧願います。第１４款国庫支出金では、

調定額、収入済額は同額の１４億１，０１５万２，８４５円となって

おり、収入済額の歳入総額に占める割合は１４．０１％となっており

ます。第１項国庫負担金では、調定額、収入済額は同額の５億１，７

８７万９，５１１円。次のページ、２２ページを御覧願います。第２

項国庫補助金では、調定額、収入済額は同額の８億７，００４万２，

２３４円となっております。２４ページを御覧願います。第３項国庫

委託金では、調定額、収入済額は同額の２，２２３万１，１００円と

なっております。

次のページ、２５ページを御覧願います。第１５款県支出金では、

調定額、収入済額は同額の６億２，４３３万１，９９０円となってお

り、収入済額の歳入総額に占める割合は６．２０％となっております。

第１項県負担金では、調定額、収入済額は同額の２億９，８２４万４，

００６円となっております。次のページ、２６ページを御覧願います。

第２項県補助金では、調定額、収入済額は同額の２億９，６８８万１

７３円となっております。２９ページを御覧願います。第３項県委託

金では、調定額、収入済額は同額の２，９２０万７，８１１円となっ

ております。

ページはそのままで、第１６款財産収入では、調定額３，６０８万

７，５６１円、収入済額３，５８４万８，００９円、不納欠損額２３

万９，５５２円となっております。第１項財産運用収入では、調定額

１，７１９万４，８２２円、収入済額１，６９５万５，２７０円、不

納欠損額２３万９，５５２円。次のページ、３０ページを御覧願いま

す。第２項財産売払収入では、調定額、収入済額は同額の１，８８９

万２，７３９円となっております。

ページはそのままで、第１７款寄附金では、調定額、収入済額は同

額の１億８４万円となっております。
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次のページ、３１ページを御覧願います。第１８款繰入金では、調

定額、収入済額は同額の１億８，８２３万５，２８７円となっており、

収入済額の歳入総額に占める割合は１．８７％となっております。

第１９款繰越金では、調定額、収入済額は同額の３億２，７１４万

５，０６０円となっております。

第２０款諸収入では、調定額９，３８８万７，２４５円、収入済額

９，３８７万１，６６５円、収入未済額１万５，５８０円となってお

ります。第１項延滞金加算金及び過料では、調定額、収入済額は同額

の１０８万７，８３３円。第２項町預金利子では、調定額、収入済額

は同額の２万２，４１７円。次のページ、３２ページを御覧願います。

第３項貸付金元利収入では、収入がありませんでした。第４項受託事

業収入では、調定額、収入済額は同額の６１万７，９３１円。第５項

雑入では、調定額９，２１５万９，０６４円、収入済額９，２１４万

３，４８４円、収入未済額１万５，５８０円となっております。

３５ページを御覧願います。第２１款町債では、調定額、収入済額

は同額の１８億５，３８０万円となっており、収入済額の歳入総額に

占める割合は１８．４２％となっております。

最後になりますが、３７ページを御覧願います。第２２款自動車取

得税交付金では、調定額、収入済額は同額の３６万６，８４４円とな

っております。

以上、令和５年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認定について、ご

説明申し上げました。

〇荒関委員長 三上財政課長。

〇財政課長（三上晃瑠君） 私からは、決算書別添一般会計決算説明資料で、

令和６年度以降起債区分別公債費一覧及び令和５年度地方消費税交付

金が充てられる社会保障経費並びに令和５年度各特別会計への繰出金

及び補助金の状況についてご説明いたします。

最初に、令和６年度以降起債区分別公債費一覧についてご説明申し

上げます。資料の１ページを御覧ください。令和５年度まで借入れし

た町債について、その償還額を令和６年度から令和１５年度までの１

０年間で、起債区分は国へ提出した地方財政状況調査の区分を基に作

成しております。参考までに、令和６年度は償還合計額が１２億５，

４０４万２，０００円、令和７年度は１３億２，９９１万３，０００
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円とピークを迎え、以降減少傾向となる見込みであります。また、各

年度ごとに普通交付税算入額、公債費合計から交付税算入額を差し引

いた公債費に要する一般財源を掲載しておりますので、参考にしてい

ただければと思います。

２ページを御覧願います。令和５年度地方消費税交付金が充てられ

る社会保障４経費、その他社会保障施策に要する経費の状況でござい

ます。令和元年１０月に１０％に引き上げられた消費税のうち５％分

については、消費税法第１条第２項により社会保障経費に充てること

となっております。令和５年度の社会保障分の地方消費税交付金は１

億３，２９５万３，０００円の決算となっており、資料は各充当額を

表にまとめたものでございます。

３ページを御覧願います。令和５年度の各特別会計への繰出金と補

助金の状況を表にまとめたものでございます。うち法定外繰出金及び

補助金は、国民健康保険（診療施設勘定）繰出金、農業集落排水事業

繰出金及び漁業集落排水事業繰出金に含まれる元利償還金以外のもの

であり、その他の各特別会計繰出金、補助金については、全て法定内

繰出金及び補助金となっております。

以上、別添資料についてご説明申し上げました。

〇荒関委員長 お諮りします。

本案に対する質疑は歳入と歳出に分けて行いたいと思います。ご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇荒関委員長 異議なしと認めます。

したがって、質疑は歳入と歳出を分けて行うことに決定しました。

なお、ご質問の際は、決算書のページを示してお願いします。

それでは、議案第４２号の歳入に対する質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、これをもちまして歳入に対する質疑

を終わります。

続いて、議案第４２号の歳出に対する質疑を行います。

お諮りします。歳出に対する質疑は各款ごとに行いたいと思います。

ご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

〇荒関委員長 異議なしと認めます。

したがって、歳出に対する質疑は各款ごとに行うことに決定しまし

た。

それでは、第１款議会費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第１款議会費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第２款総務費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

田中洋委員。

〇田中委員 ４９ページの１４節工事請負費の中にある健やか住宅モデルリフ

ォーム工事の関連で質問させていただきます。これは、空き家を有効

活用するという取組で理解はしております。これとは別に、空き家バ

ンクに登録されている物件についてちょっと聞きたいのですけれど

も、これを購入した場合、現在町では空き家活用促進事業補助金とい

う制度を利用して、上限１００万円を補助するとなっているのですけ

れども、これは移住者限定の補助制度というふうに理解してもよろし

いでしょうか、お答えください。

〇荒関委員長 越野総合戦略課長。

〇総合戦略課長（越野進一君） 田中委員のご質問にお答えいたします。

この空き家活用促進事業補助金、これにつきましては、目的といた

しまして中泊町への移住を促進し、人口減少の抑制と地域の活性化を

図るために空き家バンク登録者に対して補助するようになっていま

す。また、おっしゃるとおり移住者向けということになってございま

す。

〇荒関委員長 今の答弁でよろしいですか。

田中委員。

〇田中委員 このままの制度であれば、中泊町に住んでいる人が逆にほかへ移

住してしまうきっかけづくりになるのではないかなと、こっちから移

住すれば、あっちとしては移住者向けの支援があるわけですから。そ

うなれば、実際空き家バンクの物件見れば、そのまま暮らせる物件と
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いうのは少ないと思うのです。雨漏りしてあったり、やっぱり資材の

高騰とかもあって、お金がかかるわけです。そうなれば、人口減少対

策とか空き家対策とか、そうやって強化と言っている割には残っても

らえないのではないかなとちょっと心配になるのです。それに関して、

町で今後どのような取組をしていくか、ちょっとお答えできませんか。

〇荒関委員長 越野総合戦略課長。

〇総合戦略課長（越野進一君） ただいまのご質問についてお答えいたします。

移住者向けとして、これ８年ほど前に導入された制度でございます。

実際実は６月で補正させていただいたのですけれども、それも移住者

が結局来れなくなって使えなかった、使っていないという状況でござ

います。つまりこれまで１件も活用されていないという状況でござい

ます。

したがいまして、今後人口減少が進んで、さらに空き家の数が増え

ていくと思われる現状でございますので、田中委員ご指摘のとおり、

移住者向けだけではなく、町民も活用できるような補助金、そういっ

た活用を空き家の利活用、それから定住の促進、そういった側面から

もう一度検討してみたいと考えております。

以上です。

〇荒関委員長 ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第２款総務費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第３款民生費に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第３款民生費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第４款衛生費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第４款衛生費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第５款労働費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。
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（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第５款労働費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第６款農林水産業費に対する質疑を行います。質疑はあり

ませんか。

野上委員。

〇野上委員 １３８ページでちょっとお願いします。農林のほうのいわゆる一

昨年の災害についてです。災害の中身ですけれども、薄市川、そして

またいろんな形での災害が起きて、これは繰越明許費入れながらでも

去年の中身では終わったということでありますけれども、それ以降で

す。それ以降、例えば薄市川のいわゆる河川の改修は、原状復旧とい

うことでのいわゆる災害復旧で終わったわけですけれども、ただそれ

以降です。結局水害が起きた原点は、結局増水になって、今ある既存

の堤防を越えてしまって、内水氾濫起こしたような形になったわけで

す。今あそこも圃場整備をしていますけれども、ただそれ以降、例え

ば今年の補正でもそうですけれども、苗代川にしても宮野沢川にして

も、今度補修という中身で予算づけしながら、今議会にも補正予算と

して盛りつけしていますけれども、例えば薄市川なんかは今度原状復

旧後の強靱対策です。

私前にもよくしゃべったのですけれども、原状復旧でいいのか、そ

れとも強靱対策を取ってやるのかです。これは、同時に進行できない

わけでは本当はなかったのですけれども、それをやるとすれば、やっ

ぱりいわゆる機構絡みの圃場整備の場合も煩雑になって、なかなか大

変でしょうということで今まで黙っていたのですけれども、結局災害

対策自体は原状復旧ということで終わったわけですので、やっぱりそ

の後、今度いわゆる土木予算として補修の中身、強靱化を取るのか取

らないかです。そういう中身を引き継いでいるものかどうか、ちょっ

と確認したいと思います。

〇荒関委員長 答弁求めます。

鈴木環境整備課長。

〇環境整備課長（鈴木輝文君） ただいまのご質問について答弁させていただ

きます。

薄市川を含めて令和４年の大雨災害のときに越水等ございまして、
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大変な災害を受けたわけです。今確かに原状復旧という形で進めてお

ります。その後の対策については、現状で今後また検討も協議しなが

ら、そこら辺は進めてまいりたいと思っております。

以上です。

〇荒関委員長 野上委員。

〇野上委員 どういう具合にして引き継いだか分かりませんけれども、いずれ

にしてもそういう中身は前からしゃべってはあるのです。それ今から

協議ですか。今から協議ということでなくて、むしろそういう我々か

ら要請があった時点で、もう県と協議していなければ駄目なわけです。

むしろ県は受けないわけでは本当はないのです。ただ、災害と同時に

同時進行するとすれば、なかなかお互い大変だということで持ち越し

になっていると思うのです。

ただ、それを係が替わったからいつも引き継ぐということではない

のです。結局補修しなければならない、いわゆる宮野沢川でももう補

修しているわけです。これは、前の災害のときでああいう目に遭って

いるものですから、絶対強靱化しなければ駄目だと。とすれば、いま

だ結局災害の中身での復旧終わった後の中身が全然話題にもなってい

ないということ自体がおかしいと思いませんか、それは。確かにあそ

こは、農地災害等もあって、それも絡めてはあったのですけれども、

本来は今度は河川の強靱対策をしていかなければ、同じことを繰り返

しますよ。

それは、今の圃場整備絡みでやっているところは、確かに今度換地

もそろそろ本換地までいきませんけれども、それはそれとして、それ

が終わった時点で買収に、もう今度は入っていけるわけです。そこい

ら辺、双方で協議しながらやれるような考え、やるような考え方持っ

ていけますか。そこら辺確認です。

〇荒関委員長 答弁求めます。

鈴木環境整備課長。

〇環境整備課長（鈴木輝文君） ただいまの委員のご意見を踏まえまして、県

にも強くそこら辺は要望しながら進めてまいりたいと思います。

以上です。

〇荒関委員長 よろしいですか、野上委員。

〇野上委員 地域住民の切なる要望でもありますので、町長もそういう中身は
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しっかりした中身で受け止めて、前向きということでなくて、やっぱ

りそういう対策をするという心意気をちょっと確認したいと思いま

す。

〇荒関委員長 確認ということでございますので、答弁願います。

濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 一昨年の災害を受けた後に委員からもお話のあったよ

うに、原状復旧というような形でやってきたわけです。あとあわせて、

今もお話のあったような今泉地区、薄市地区、宮野沢地区の機構管理

の下での圃場整備もやっているという状況が変わってきている中で、

今の強靱化の考え方をどのようにすればいいのかも勉強させていただ

きながら、積極的に取り組んでまいりたいと。土手を上げれば、本当

は一番いいのでしょうけれども、かさ上げも含めて、強靱化はどうあ

れば、再度災害起こらないようにできるのか考えていきたいと思って

おります。きちっと責任持ってやらせていただきたいと思います。

〇荒関委員長 よろしいですか、野上委員。

あと、ほかに質疑ございませんか。今、農林水産業費に対する質疑

でございます。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第６款農林水産業費に対する質疑を

終わります。

続いて、第７款商工費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第７款商工費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第８款土木費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第８款土木費に対する質疑を終わり

ます。

続いて、第９款消防費に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第９款消防費に対する質疑を終わり
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ます。

続いて、第１０款教育費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。

川山委員。

〇川山委員 １２４ページの社会教育費の中の関連で質問したいと思います。

数年前、陸上競技グラウンドの今の公認の話で質問がありまして、

また議会でもたしか、もう何年前だかちょっと忘れたのだけれども、

質問の中で、当時近隣の市町村と話ししながら、直していけるもので

あれば、協力しながら直していくという答弁を伺ったと思うのですけ

れども、そのときは我々議員の総意でもあってお願いした経緯がある

のですけれども、その後どうなっているのかちょっと伺いたいなと思

います。

〇荒関委員長 答弁求めます。

鈴木教育長。

〇教育長（鈴木信也君） 川山委員の質問にお答えします。

宮野沢の運動公園陸上競技場については、私も過去の経緯、議会の

一般質問、それから請願のことなども上がったことは、一応経緯は調

べておりまして、それなりに承知しているつもりです。

現在は、近隣の子供たちが中泊町の運動公園を使うに際して不備が

ないように、毎年予算を計上して、雪が解けるとともにウレタンの補

修、それから今年度は、物置というか選手の受付の小屋、非常にみす

ぼらしい状態でありましたので、県民大会もありましたので、それに

合わせて新しくした、そういう状態であります。これからも子供たち

がきちっと試合ができるような状態は整備していくつもりでおりま

す。

先ほど経緯を見ますと、もともと３種の公認の競技場だったと認識

しております。それが３種、４種になり、期限が切れたと。ただ、公

認の競技場にするかどうかに関しては、先ほど言ったように近隣の子

供たちの大会、小学生、中学生、一般も含めて、高校生も含めてあり

ますけれども、五所川原の圏域の中でそういう競技場もないので、全

体でやろうという話がありまして、令和３年度から３、４、５、６、

今度７、その圏域の中で中泊町からは全体でやろうではないかと、そ

ういう要望を最重要項目として毎年上げております。
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ただ、現状を見たときに、ほかの市町村もありますけれども、全部

がそれに賛同していない状況なので、県に上がるときは最重要要求事

項というか、そういうふうになっていないと。ただ、１年ごとに増え

てきていると、少し考えるとか、そういう市もあります。

ということで、引き続きやはりこれからの人口減少、そういうこと

も鑑みたときに、うち単独でその当時の試算では約２億円ちょっとと

いう感じで、現在考えるともっと金額は跳ね上がっていると思います。

そういうところも含めて、引き続きそういう努力はしていかなければ

いけないかなというふうに考えております。

〇荒関委員長 川山委員。

〇川山委員 前々からそういう話で聞いておりまして、今どうなったのかなと。

ただ、私、北五のたまたま議長会の議長と一緒に飲むことがありま

して、五所川原の議長はいなかったのですけれども、なかなかみんな

で説得してやっていくのは無理ではないのかと。我々も皆市町村で抱

えている施設あるのだし、中泊は中泊でそこをずっと抱えてみんなが

利用してきたのだと。我々議長で市長、町長を説得するのはなかなか

無理かも分からないけれども、話はしてみるけれども、できれば中泊

単独でもやっていただければありがたいと。

というのは、その中にスポーツの関連する議長さんがいまして、「ど

うも公式のタイムでないと、大会やってもしっくりいかないんだ」と

言う議長さんがありまして、お金もかかるでしょうけれども、何とか

説得はしてみますけれどもと、そのときはいい話もらったのですけれ

ども、なかなか教育長も今言ったように無理なところがあるかもしれ

ませんけれども、やっぱり中泊の子供たちだけでもないのですけれど

も、子供のためでもあるし、恐らく今やれば、何か規格も変わったら

しいですよね、３億ぐらいはかかるのではないかとも思いますけれど

も、どうしても無理だとなれば、調査費でもつけてもらって、もし高

額であるのであれば、利用したとき幾らかでもお金をもらうと。まし

てや、あそこはふれあいセンター、宿泊施設もついていましたよね。

そこでも幾らかお金稼いでいるのです。いろいろあるので、できれば

前に進めていただきたいなと、そう私考えています。

結構周りの皆さんからもそういう話がいろいろありますので、ひと

つ次の来年度で検討いただけないかなと、調査費だけでも。調査して
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みたらどうかなとは私思っていますけれども、いかがでしょうか。

〇荒関委員長 鈴木教育長。

〇教育長（鈴木信也君） 議長会等でお話をいただいて、その結果増えた町も

あると思うのです。私も教育長会で呼びかけていて、結局我が町の子

供たちだけではないのです。確かに陸上やっている子たちにとっては、

公認記録というのは大事だと思います。ただ、中学校とかそういう場

合、そこで公認記録が認定されないから県大会に行けないとか、東北

大会、全国大会に行けないということはないのです。もっといいとこ

ろで記録を出せることもあるだろうし。

ただ、この地域にあの全天候型のグラウンドがあるということは、

非常に日々の練習等で選手たちにとってはすごいことだと思います。

私もその辺はよく理解しているのですけれども、来年、期限をつけて

ということは町長部局とも相談しなければいけないですけれども、ほ

かを見たときに、例えば野球場みっともなくて、バックスクリーン等

撤去いたしました、整備しています。では、あのバックスクリーンは、

冗談ですけれども、岩木山をバックにして、バックスクリーン代わり

にすればいい、そんなことを考えていたのですけれども、ただ子供の

少年野球ではその辺いいかもしれませんけれども、大人の野球になっ

たらやっぱり速い球が見えないと。そういうところをいろいろ鑑みた

ときに、非常に教育委員会としても、そこを今早急に４種だとかする

のには財政的に厳しいのではないか。例えば今パルナスの改修工事を

しています。あれでもやはり来年度も含めて５億ぐらいかかります。

そういうところを含めたときに、我が町の財政を見たときに、そんな

に財政が潤沢にある自治体と思っておりません。そういうところを見

たときに、やはり計画的にそういうところは考えてはいますので、そ

こだけ申し上げて今回のお答えにしたいと思います。

以上でございます。

〇荒関委員長 よろしいですか。

（「終わります、んじゃ」の声あり）

〇荒関委員長 沖崎委員。

〇沖崎委員 その話が出れば、私も黙っていられない。やろうと思えばやれる、

これが私の考えですが、町長も財政がないというのは分かっておりま

す。ないからやらない、あるからやるではなくして。先般駅伝大会が
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ありました。暑い中、選手は練習して、結果的にあまりよくない、教

育長はずっとついていて、本当にありがたく思っておりますけれども、

来年はやめようと、そういう反省もしております。

だけれども、スポーツの町として参加しないといけないと、あと３

６５日あるので、頑張っていなさいと、そういう話で、我々監督、コ

ーチは別れたわけですけれども。ただ、私の専門分野でありますけれ

ども、あのグラウンド、今教育長の話なら、県大会に行くには、ここ

で３番まで取れば県内は行けるわけだ。ただ、その中で記録が出るわ

けだ。この間も父兄から、俺の子供の記録、大会新記録だけれども、

グラウンドが悪いために、公認でないために、この記録は認めないと。

この子は、来年は中学校になるわけだ。今記録は認められないと。ち

ょっとあまりにもかわいそうに思うわけですけれども、長々話しても

いけませんが。

そういう皆１年、２年後にはもう小学生でなくなり、また中学生が

高校へ行くと、そういう現状でありますので、その子供たちが中泊の

グラウンドで大会記録を出したと、もちろんプログラムにも載るわけ

ですし、また県のほうにも報告するわけですけれども、ただ県の記録

であれば県記録、日本記録であれば日本陸連なのですけれども、日本

陸連までは前２人ほどあったわけです、この場所で。

だから、そこまでいかなくても、今、県記録はもう大分出ておりま

す。地元の子供たちも大分出ておりますし、子供たちが、名前は言わ

れないのですけれども、子供さんたちも結構走っていい記録を出した、

認めてもらえない。残念がるのは子供たち、そして親たち、学校の先

生だ。何とか中里のグラウンドを、幾らしゃべっても、これはなかな

か厳しいと思います。財政的には難しいと思いますけれども、私から

言わせれば、温泉の少し１割でもこっちに来ればいくのになというの

は、スポーツの仲間はみんな話しております。そううまくいかないけ

れども、何とか来年考えて、できる方向で頑張ってほしいなと思いま

す。

委員長、終わり。

〇荒関委員長 要望でよろしいですか。

（「はい」の声あり）

〇荒関委員長 あと、教育費に対する質疑ありませんか。
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（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第１０款教育費に対する質疑を終わ

ります。

続いて、第１１款災害復旧費に対する質疑を行います。質疑ありま

せんか。

野上委員。

〇野上委員 実は災害復旧費で取り上げればよかったのですけれども、これは

農地関連ということで農林水産費の中身で言ったのですけれども、今

回も同じなわけです。今回も災害復旧した、いわゆるため池が決壊し

て復旧したと。それから、上、下で２段になっている夏山というとこ

ろあるのですけれども、その後確かに原状復旧はしているのですけれ

ども、その後の感じです。

それと、原状復帰したのはいいのだけれども、復旧したのはいいの

だけれども、いわゆる当時の洪水になった状態、いわゆる洪水吐の取

付けが今の集中豪雨とかのいわゆる線状降水帯とか、そういう中身で

あれば、とてもでないけれども、処理できないわけです。これからも

あれより少ない雨でもまた決壊します。とすれば、確かに基本は原状

復旧だけれども、その後いわゆる管理している改良区もそうですけれ

ども、あそこは小田川とか、それもほとんどが地元の人たちが管理し

ているわけです。そういう管理の仕方を密な連絡を取ってやっている

のかどうか。

それと、もう一つは、同じことを繰り返さないように、ある程度一

部改良しなければ、これは無理なわけです。そういうのをいわゆる現

場サイドと打合せしているものかどうか、そこら辺も含めてお聞きし

たいと思います。ぜひともまたそういうことしなければ、同じことを

繰り返すし、そこら辺農政課長のほうから。

〇荒関委員長 答弁願います。

古川農政課長。

〇農政課長（古川幹人君） 野上委員の質問にお答えします。

場所については、高橋組さんの裏の第１、第２夏山のため池かと思

います。原状復帰はしております。ただ、原状復帰したままで、これ

からの大雨に対する対応しているのかというと、原状復帰で終わって

いる状態です。



- 41 -

今後については、県あるいは関係する機関と現場を見て、来年度以

降に向けて対応を考えていきたいと思っております。

以上です。

〇荒関委員長 野上委員。

〇野上委員 昔造ったもので、やっぱり今の考え方と全然違うような状況で、

いわゆる上流部が倒木とか流れてくれば、一発で駄目になるわけです。

そういう中身も考慮しながら、洪水吐自体の造りを、金は幾らもかか

らないです。でも、やっぱりあくまでも基本的には原状復帰というの

が基本ですので、ただその後の管理はやっぱり地元管理する人たちと

のやっぱり連絡を取りながら、そしてまた改良部分については町も積

極的に介入してやってほしいなと思います。

終わります。

〇荒関委員長 ほかに災害復旧費に対する質疑ございませんか。

川山委員。

〇川山委員 先にちょっと伺いますけれども、これ災害復旧にはなるのだっけ。

ごみの処分場は災害復旧の中に入るのだか、ごみの処分場は。

〇荒関委員長 ごみの処理。

〇川山委員 処分場。

〇荒関委員長 処分場は……

〇川山委員 災害でも、例えば中里、それはここで話聞いてもいいのだか。い

いか。

〇荒関委員長 関連ですので、どうぞ。

〇川山委員 関連で質問します。一昨年の災害で、今中里のほうの処分場が道

路のところいろいろ壊れまして、小泊のほうにかなり１回搬送して、

それで今中里のほうができまして、小泊のほうからいっぱい持ってき

ている、配って今どうにか持てるようにはなったのですけれども、私

もたまにごみ見に行きました。あと間もなくいっぱいになるのではな

いかなというところまでいったら、どうにか中里のほうにかなり配り

まして、またかなり空いてきたのですけれども、たしか前の予定で、

あれはもう小泊のほうは限界なはずなのです。

またお金の話になるのだけれども、小泊のほうはたしか移せば、も

う一か所造るようには、造っているはずだと思ったのだけれども、

間もなくそれも計画に入れないとまずいのではないかと思いまして、
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ちょっと伺います。

〇荒関委員長 鈴木環境整備課長。

〇環境整備課長（鈴木輝文君） 処分場の要は満杯になるまでの期間というこ

とのご質問だと思いますが、今の現状ですと想定されるのは、中里処

分場であと約１０年、小泊処分場であと約４年というのがこのままで

いくと満杯になるまでの期間となります。それに向けまして、町とし

ても減量化であるとか、あるいは施策について今検討しておりますの

で、そういう形で進めております。

以上です。

〇荒関委員長 あと、ほかに災害復旧に対する質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第１１款災害復旧費に対する質疑を

終わります。

続いて、第１２款公債費に対する質疑を行います。質疑ありません

か。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第１２款公債費に対する質疑を終わ

ります。

続いて、第１３款予備費に対する質疑を行います。質疑ありません

か。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 質疑がないようですので、第１３款予備費に対する質疑を終わ

ります。

これで議案第４２号 令和５年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認

定についての質疑を終わります。

以上で決算特別委員会に付託されました議案第４２号から議案第４

８号までの令和５年度中泊町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入

歳出決算及び利益の処分及び決算に対する質疑は全て終了しました。

◎議案第４２号～議案第４８号の討論

〇荒関委員長 これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇荒関委員長 討論がないようですので、これで討論を終わります。



- 43 -

◎議案第４２号～議案第４８号の採決

〇荒関委員長 これから採決を行います。

お諮りします。議案第４２号から議案第４８号までの令和５年度中

泊町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び利益の処分

及び決算は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇荒関委員長 異議なしと認めます。

したがって、議案第４２号から議案第４８号までの令和５年度中泊

町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び利益の処分及

び決算は原案のとおり認定すべきものと決定しました。

去る９月５日、決算特別委員会に付託されました議案を２日間にわ

たり慎重に審査していただきまして、誠にありがとうございました。

◎閉会の宣告

〇荒関委員長 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日の会議を閉じます。

これをもちまして決算特別委員会を閉会します。

閉会 午前１１時１２分




